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○
環
境
省
令
第

号

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
道
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

環
境
大
臣

石
原
宏
高

水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。

資料３参考２

弘尚 武田
テキストボックス



  

2 

 
 

 

附 

則 
 

 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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改 
 

 
 
 
 
 

正 
 
 

 
 
 
 

前 
（
健
康
診
断
） 

第
十
六
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
定

期
の
健
康
診
断
は
、
お
お
む
ね
一
年
ご
と
に
、
病
原
体
が

し
尿
に
排
せ
つ
さ
れ
る
感
染
症
の
患
者
（
病
原
体
の
保
有

者
を
含
む
。
）
の
有
無
に
関
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

２
～
４ 

（
略
） 

（
健
康
診
断
） 

第
十
六
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
定

期
の
健
康
診
断
は
、
お
お
む
ね
六
箇
月
ご
と
に
、
病
原
体

が
し
尿
に
排
せ
つ
さ
れ
る
感
染
症
の
患
者
（
病
原
体
の
保

有
者
を
含
む
。
）
の
有
無
に
関
し
て
、
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

２
～
４ 

（
略
） 

 
 




